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議 長 

 

坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、質問順位３番 ６番議員 上田丈二議員。 

上田議員。 

 

おはようございます。では通告に従って質問致します。 

最初の質問、和木町の道路積雪対策状況について質問致しま

す。 

今年の１月２日と、２月１０日に雪により町内の道路に積雪

があり、特に２月１０日は１７年振りの大雪により積雪で、車

の通行に支障が及ぶ事態が発生いたしました。 

特に蜂ヶ峯への道路（駒ヶ迫鍛冶屋作線）は、２５台余りの

車が動く事が出来ずに、翌日まで止めたままであったと聞いて

います。 

町では、事前の積雪への対策はどのように行い、また積雪後

の道路への対処は、どのようにされたのでしょうか伺います。 

 

 坂本町長。 

 

はい、それでは上田議員さんのご質問にお答えをいたしま

す。 

和木町における積雪等の安全対策について、ご説明をさして

いただきます。まず事前対策ですが、毎年１２月初旬に凍結防

止剤を、町内７９箇所に１８４袋を配布しております。これは、

路面の積雪、凍結の時に町民の方に散布していただくためのも

のでございます。次に、積雪時の通常の対応ですが、大和橋、

及び、蜂ヶ峯総合公園の登り口からつつじヶ丘団地を通り、蜂

ヶ峯防災倉庫までの区間について、早朝から業者が凍結防止剤

を散布することと、しております。今、ご質問のあった今年の

１月と、２月の積雪時の具体的な対応状況については、担当課

長より答弁をいたします。 

 

都市、ああ、すいません片山都市建設課長。 
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はい、１月と２月の積雪時の対応状況について、ご説明いた

します。 

１月は、先程町長からご説明させていただきました、通常ど

おり業者が早朝から凍結防止剤を散布いたしました。 

次に、２月８日から１０日にかけての大雪の対応について、

ご説明いたします。 

まず８日は、早朝、通常どおり散布を実施いたしました。こ

の日は夕方から大雪となり、業者と対応について協議をしまし

たが、日没もあり、作業員の安全確保のため散布は、実施いた

しませんでした。 

９日は、早朝から散布を予定していましたが、２０ｃｍ以上

の異常な積雪となり、凍結防止剤の散布では対応できないと判

断し、午前中は業者に待機を指示しました。午後から、気温も

上がり、大和橋、および蜂ヶ峯団地への道路の凍結防止剤の散

布を行っております。また、この日は、通常の対応に加え、瀬

田河川プール付近から大谷地区への道路についても、散布を 

行っております。 

１０日も、早朝から大和橋、蜂ヶ峯団地への道路、大谷地区

への道路の散布を行いました。正午頃には、概ね通常どおり通

行できる状態となりました。 

以上が大雪の対応となります。 

 

 上田議員。 

 

はい。対応と対処については、お聞きしまして理解しました。

町の方では事前に準備をしていたっていうことで、なかなか 

１０日の日も２０㎝以上の積雪で、なかなか対応が難しかった

ということも理解いたしました。 

この役場で行う積雪の対処に対してなんですけれども、優先

順位があれば教えていただきたいと思います。 
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上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

片 山 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

片山課長。 

 

はい、積雪時の対処に対する優先順位ですが、大和橋及び蜂

ヶ峯団地入口からつつじヶ丘団地、蜂ヶ峯団地への道路を優先

として考えております。 

 

 上田議員。 

 

はい。まあ道路通行の多い場所とか傾斜地で積雪が多い場

所、車が通行の障害になるところですね、そこが優先としてる

ということですね、理解いたしました。 

道路の積雪や凍結による事故を未然に防止するための安全

対策として、融雪剤や凍結防止剤を道路に散布するのが最も効

果的となっています。 

和木町の特に２月１０日の大雪にそなえた融雪剤、凍結防止

剤に対しての安全対策への実施状況をもう一度詳しく教えて

いただきたいと思います。 

 

片山課長。 

 

実施状況については、先ほどご説明させていただいたとおり

です。安全対策としては、交通量が多く平坦ではない大和橋へ

の散布、道路勾配がきつい、蜂ヶ峯団地への道路の凍結防止剤

の散布は、適切な対応であったと考えております。  

 

 上田議員。 

 

はい、事前に融雪剤や凍結防止剤を各所に設置したというこ

とですけれども、私自身が大谷の自宅に１１日ですね、午前 

１１時頃なんですけれども、帰る途中でトラックが積雪で動け

なくなっており、融雪剤を探しましたが、見当たりませんでし

た。しょうがなく上の方からトラックが来て、融雪剤をまくト
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ラックだったんですけれども、その方たちがスコップを持って

いたんでそのスコップを使って、雪を除雪して動かすことがで

きたんですけれども、後で近くの方から聞いたのですけれど

も、以前雪が多かった時には融雪剤を自分たちで事前に撒いて

いたり、無くなれば役場に連絡していたそうなんですけれど

も、ですがこの１０年あまり雪が多く降らずにいたこともあっ

てこの雪や凍結に対する対策や役場に連絡する事が現状では

十分に伝わっていないのではないでしょうか。 

今後も凍結や大雪で道路が積雪により支障が及ぶ事態が起

きると思います。 

又、融雪剤や凍結防止剤は成分の塩化ナトリウム、塩化カル

シウム、塩化マグネシウムなどは金属の腐食を速めてしまうこ

とで車が錆びやすくなります。また植物の生育にも塩害の可能

性があったり、発熱をする性質で皮膚についたりすると炎症を

起こすことがあります。 

撒くときには、メガネやマスク、ゴム手袋を着用して体に薬

剤がかからないように注意をする必要があります。 

融雪剤や凍結防止剤の取り扱いや役場への連絡などを自治

会や町民に対して再度確認や通達をした方が良いと思うので

すがいかがでしょうか。町長にお尋ねいたします。 

 

坂本町長。 

 

失礼いたしました。ただ今、上田議員さんより安全対策、塩

化カルシウムですか、あの融雪剤、非常に危険を伴うこともあ

るので周知というご質問をいただきました。 

今後の対応についてはですね、広報に載せたりですね、アイ

キャン文字放送、ホームページ等々でですね、周知をしっかり

してまいりたいと思います。 

議員さんおっしゃられましたように、ここ何年間かそういっ

た１０㎝以上の積雪ございませんでしたので、町民の方もです

ね、そういう場合の対応等、分からないこともあったかとは思
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議 長 

います。そういったことが起きないようにですね、来シーズン

は積雪前に広報等々で十分周知してまいりたい、このように考

えております。 

 

上田議員。 

 

はい、私自身も積雪に対して対応したことは、なかったもの

ですから、この凍結防止剤やそういったものをどうやって撒い

たらいいのか、そういったものに対して注意書きがしてありま

せんよね。置いてありますだけですから。そういったものに対

処する方法というものが分からなかったり、役場に対して無く

なれば連絡する、という事なども知らなかったりとか、してい

ます。１０年間の間に町民の方たちもかわったりとかしてると

思いますので、その方法や対処については再度十分に町民の方

たちに伝えるように努力をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

続いての質問、町内公共施設のネット環境整備について伺い

ます。 

自治体の公共施設におけるネット環境、特に公衆ネット環境

の整備は、単に利便性の向上にとどまらず、「災害対策」「住民

サービス」「地域活性化」の３つの観点から不可欠なインフラ

となってきています。 

まず災害対策としての観点から災害発生時に、公共施設は避

難所や防災拠点となることから、保健相談センター、総合コミ

ュニティセンター、総合福祉会館、瀬田分館、関ヶ浜分館など

について、ネット環境整備の検討が必要だと考えます。コミュ

ニティセンターは、昨年秋までは、ネット環境が整備されてい

ましたが、今は整備をされていません。 

今後の災害対策として、先ほど上げました施設に対してネッ

ト環境整備を検討できないでしょうか伺います。 

 

 松井企画総務課長。 
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 はい。お答えいたします。 

まず、ご質問にありました施設につきまして、インターネッ

ト環境があるのは保健相談センター、総合コミュニティセン 

ター、それから総合福祉会館の３施設ございます。ただし、い

ずれも来客者が利用できるような Wi-Fi は整備されていない

と、現状そういうふうになってございます。 

 

 上田議員。 

 

利用者が利用できない整備っていうのは、やはりちょっと問

題があるのではないかと考えるのですけれども、やはり災害拠

点となっておりますので、そこを利用する方たちが利用できる

ようなネットの整備環境が、必要だと考えます。そしてコミュ

ニティセンターですけれども、以前はついていたんですけれど

も、今はついてないっていうことで、やはりコミュニティセン

ター、一番最初に災害の拠点となる場所です。そういったとこ

ろにはネット環境の整備が早急に必要だと考えますけれども

いかがでしょうか。 

 

 鳥枝教育委員会事務局長。 

 

 はい、総合コミュニティセンターの Wi-Fi につきましては、

各階、各フロア２か所ずつですね、Wi-Fi 機器を設置するため

の予算を、新年度予算をですね、計上させていただいておりま

す。 

 

 上田議員。 

 

 はい、今、予算を計上しているってことで理解いたしました。

よろしくお願いしたいと思います。 

次に、住民サービスの観点で住民サービスの向上とデジタル
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化の推進、町民の利便性向上として、町役場、和木町文化会館、

図書館へのネット環境が必要です。 

現状では、図書館には、ネット環境が整備をされていません

が、図書館は町民や町外の方も利用されておりますし、特に小

中学生はタブレットを使っての授業をしている事を考えると、

図書館を利用する子どもたちが学習の上でネット環境の整備

について必要と考えます。 

図書館へのネット環境整備を検討できないでしょうか伺い

ます。 

 

 鳥枝局長。 

 

 はい。先程コミュニティセンター２か所、各フロア２か所と

いうことでお答えしましたけれども、図書館についても、だか

ら２階のですね、２か所のうち１か所、図書館内に設置する予

定と予算を計上さしていただいております。 

 

 上田議員。 

 

図書館についてもネット環境の整備も予算計上してるって

ことで安心をいたしました。ぜひお願いいたします。 

３つ目の地域活性化では、観光振興として地図や体験情報の

収集・発信をしやすくするために、和木駅、蜂ヶ峯公園にネッ

ト環境整備がされています。 

契約会社との関係でネット環境の継続が出来なくなると聞

きましたが、今後の状況を伺います。 

 

 松井課長。 

 

 和木駅、それから蜂ヶ峯総合公園でございますが、こちらの

Wi-Fi は、平成２９年度「やまぐち観光地魅力度アップ支援事

業補助金」を活用して、来訪者、それから外国人観光客の利便
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性向上、災害等緊急時の通信手段を提供するために整備したも

のでございます。平成３０年３月１日から利用を開始しており

ます。ただ今年度をもって耐用年数を迎える、迎えますことか

ら、継続の必要性、これを内部で協議いたしました。近年では、

個人のスマホ等で利用する回線の通信速度、こういったものが

向上していることや、個々に応じた、ご自身に応じた通信利用

プランの充実によりまして、Wi-Fi 環境の需要が低下もしてお

るのも事実でございます。昨年度からその必要性について協議

を行い、今年度３月末をもって、ここの２か所の Wi-Fi につい

ては廃止することとしております。 

なお、Ｂｅｅ＋エリアにおきましては、一般社団法人地域振

興協会が Wi-Fi を整備しており、管理棟、地域振興協会の芝生

広場、その辺りまでは来場者の皆さまにもご利用いただけると

いうようになっております。 

 

 上田議員。 

 

 ちょっと理解に苦しむ点が多少あったんですけれども、個人

の携帯などで Wi-Fiに対する設備の必要性がないんじゃないか

という事だったんですけれども、先程から蜂ヶ峯公園、和木町

にとっては十分な環境資源となっておりますし、これからも発

信をしていかなきゃいけないという面では、利用者の方からも

そういった利用、蜂ヶ峯に対しての発信をしてもらう、そうい

ったことや和木の中の地図の状況を把握する面でも Wi-Fi環境

というのは、ネット環境ですね。そういったものに対しては必

要不可欠になってきてるとおもうんですが、逆にですね。そう

いったものを考慮して、無くしていくっていう方針で考えてい

くのはいかがなものか、と思うんですよね。国からも地域にお

いてのネット環境は、整えていくべきであるというふうにされ

ています。それを個人の携帯の形が普及しているので失くして

いく、というふうに考えていくのは果たして、いかがなものか

とは思います。国の方針でもあるネット環境を自治体の方で整
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えていくっていう方針に従えば逆行しているんではないかと

いうふうに考える訳です。そういった面でもぜひ検討をしてい

っていただきたいと思っております。 

その上で、４つ目の質問をいたしますけれども、和木町の公

共施設のネット設備についてお尋ねしたんですけれども。この

公共施設にすすめるには、財政上で設備投資や維持費などを考

えると厳しいということで先程の形になったとおもうんです

けれども、先程も言いましたけれども、ネット環境整備で地方

自治体が主体となって整備する場合や自治体内の事業者を支

援する補助制度があると聞いています。 

最初に申しましたけども、公衆ネット環境は災害対策、住民

サービス、地域活性化などから必要なインフラとなってきてい

ます。 

国や県の補助制度を利用して、町内の公共施設へのネット環

境整備の充実は出来ないでしょうか。再度伺います。  

 

 松井課長。 

 

 先ほどのご質問でもお答えしたところでございますが、過去

に補助金を利用して Wi-Fi を整備した実績、和木町でもござい

ます。当時は、特に外国人観光客の増加によるインバウンド需

要に対しても、国も力を入れており、ネット環境整備に関する

補助金制度もございました。しかしながら、その後、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、観光客は減少。それから一方

で、通信環境の向上、通信プランの大容量化等が、進んだこと

によりまして、Wi-Fi 環境の需要は、その当時と比較いたしま

して、低下しているというふうに考えております。また、ネッ

ト環境の整備について、補助制度の有無を調べてみましたが、

現在では和木町が活用できるような、そういった制度はないも

のというふうに認識をしております。 

 町内の公共施設へのネット環境整備につきましては、機器の

設置、維持、更新に多くの費用も発生するのも事実でございま
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す。Wi-Fi 環境の需要低下のこともございます。先ほど、教育

委員会の方からも図書館の Wi-Fi 設置、こちらの方も来年度予

算を、予算案を上程さしていただいていると、いう事も申し上

げさしていただいておるところでございます。他の施設につき

ましては、現状以上の整備を行うということは、現時点で想定

はしておりません。 

 

 上田議員。 

 

 はい、状況に対しては伺いましたけれども、今のところ国の

制度は、では利用できるものがないということだったんですけ

れども、調べてみたら国の方ではやはり自治体に対する環境整

備を整える継続して行うっていうことは発表していたような

んですよね。それに山口県自体も、そういった新たな補助制度

を作っているというふうな形を発表されたと思うんですけれ

ども、その中で和木町が活用できる補助制度も出てくると思う

んですよ。 

次に質問いたしますけれども、国や県のこの制度を利用して

ですね、個人や商店などのネット環境を整備する目的として、

町独自の補助制度を検討出来ないでしょうかってことをお聞

きしたいんですけれども、子育て世帯の学習環境の整備支援と

して、オンライン学習やタブレット端末の使用を支えるため、

中学生以下の子どもがいる世帯や低所得世帯を対象とした支

援が、他の自治体でも目立ってきています。 

熊本県菊池市や福島県福島市、愛知県宇和島市、町では長野

県の小野町が、などがネット環境を整える際の費用の一部を支

援する制度を作っています。 

この際の財源として国の移住・テレワーク促進の支援制度の

補助金を活用しているケースが多いようです。この支援の補助

金なんですけれども、移住だけでなくても割と柔らかな形で対

応して補助を使えるっていう事を利用して、町民に対しての 

ネット環境の整備に対する補助金制度を、町独自から作ってい
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議 長 

 

 

 

るようなところが多いようなんですよね。そういうところも 

ちょっと調べていただきたいと思うんです。 

和木町においても、子育て世帯の学習環境整備支援として 

ネット環境を整える際の支援制度を考えて頂けないでしょう

か伺います。 

 

 鳥枝局長。 

 

 はい、今のご質問ですけれども、自宅にインターネット環境

のない児童、生徒に対し、家庭学習をするための Wi-Fi ルー  

ターを貸出す要綱(これ和木町家庭学習用モバイル Wi-Fi ルー

ター貸出事業実施要項)というものを、は、令和４年度に制定

しているところでございます。 

 

 上田議員。 

 

 分かりました。和木町の方で貸し出して、その状況に対応し

ているということですね、はい、理解いたしました。ありがと

うございます。 

以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

 

再質問がないようですので、以上で、上田丈二議員の一般 

質問を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


